
預金保険法施行規則（昭和四十六年大蔵省令第二十八号）

改 正 案 現 行

別紙様式第１（第１９条関係） 別紙様式第１（第１９条関係）

保 険 料 計 算 書 保 険 料 計 算 書

（略） （略）

（備考） （備考）

１ （略） １ （略）

２ Ⅱの１から３は、令第３条第１号から第３号に、Ⅱの４は、同条 ２ Ⅱの１から７は、令第３条第１号から第７号までに掲げるものに

第４号及び第５号に、Ⅱの５から７は、同条第６号から第８号に掲 それぞれ該当するものとする。ただし、Ⅱの１又は４に該当する預

げるものにそれぞれ該当するものとする。ただし、Ⅱの１又は４に 金で、特別国際金融取引勘定において経理された預金については、

該当する預金で、特別国際金融取引勘定において経理された預金に Ⅱの３に計上し、Ⅱの１又は４に計上しないこととする。また、Ⅱ

ついては、Ⅱの３に計上し、Ⅱの１又は４に計上しないこととする の４（特別国際金融取引勘定において経理された預金を除く。）に

。また、Ⅱの４（特別国際金融取引勘定において経理された預金を 該当する預金で外貨預金の性質を有するものは、Ⅱの１に計上し、

除く。）に該当する預金で外貨預金の性質を有するものは、Ⅱの１ Ⅱの４には計上しないこととする。

に計上し、Ⅱの４には計上しないこととする。さらに、Ⅱの４に該 （略）

当する預金等で確定拠出年金の積立金の運用に係るものについては

、Ⅱの４には計上しないこととする。

（略）

別紙様式第１の２（附則第１条の２関係） 別紙様式第１の２（附則第１条の２関係）

－１－



保 険 料 計 算 書 保 険 料 計 算 書

（略） （略）

（備考） （備考）

１ （略） １ （略）

２ Ⅱの１から３は、令第３条第１号から第３号に、Ⅱの４は、同条 ２ Ⅱの１から７は、令第３条第１号から第７号までに掲げるものに

第４号及び第５号に、Ⅱの５から７は、同条第６号から第８号に掲 それぞれ該当するものとする。ただし、Ⅱの１又は４に該当する預

げるものにそれぞれ該当するものとする。ただし、Ⅱの１又は４に 金で、特別国際金融取引勘定において経理された預金については、

該当する預金で、特別国際金融取引勘定において経理された預金に Ⅱの３に計上し、Ⅱの１又は４に計上しないこととする。また、Ⅱ

ついては、Ⅱの３に計上し、Ⅱの１又は４に計上しないこととする の４（特別国際金融取引勘定において経理された預金を除く。）に

。また、Ⅱの４（特別国際金融取引勘定において経理された預金を 該当する預金で外貨預金の性質を有するものは、Ⅱの１に計上し、

除く。）に該当する預金で外貨預金の性質を有するものは、Ⅱの１ Ⅱの４には計上しないこととする。

に計上し、Ⅱの４には計上しないこととする。さらに、Ⅱの４に該 （略）

当する預金等で確定拠出年金の積立金の運用に係るものについては

、Ⅱの４には計上しないこととする。

（略）

－２－


